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１．調査の目的

近年、介護老人保健施設の入所者に締める地方性高齢者の割合は増加し
ており，さらに痴呆度は年々重度化の傾向にある。
また、平成12年4月からの介護保険制度導入で施設利用にあたっては、利
用者に対する説明と同意が必要である旨が明文化されるとともに、介護
老人保健施設における居宅サービスの利用形態が変わったため、施設利
用から在宅復帰までの状況や在宅生活を維持することは、これまでとは
異なったアプローチが必要になるものと想定される。

そこで、本調査研究事業は、痴呆性高齢者の在宅復帰の状況や在宅生活
支援の状況等を把握した上で痴呆性高齢者が円滑な在宅生活を実現する
ために介護老人保健施設がていきょうできるサービスについて、家族か
らの相談についての対応、また、本人への支援等対応のあり方を中心と
して提示し、痴呆性高齢者の在宅復帰を促進するとともに、在宅生活を
支援することとを目的とする。

２．調査の概要

アンケートの対象は、社団法人全国老人保健施設協会正会員施設のう
ち、平成11年3月末までに開設された2,251施設。
平成１３年１０月に発送して１０月末日までに回収。
回収された有効回収票は１，３４２票（回収率５９．６％）。
ヒアリングの対象は、アンケート回収施設の中から、痴呆性高齢者の家
庭復帰や在宅生活支援に積極的に取り組んでいると考えられる６施設を
抽出して実施。

３．調査結果の概要と考察

く8）痴呆性高鈴者の家庭復帰・在宅生活支援において介鞋老人保健施毀が果たしていくべき役
割痴呆性高齢者の家庭復帰・在宅生活支援において介護老人保健施設が果たしていくべき役割
についてヒアリングしたところ、いずれの施設も、「総合的ケアサービス施設」、「家庭復帰



施設」、「在宅ケア支援施設」、「地域に開かれた施設」という4つの基本理念は、今後も老人
保健施設が果たしていくべき役割であると指摘した。
　ただし現実的には、特に介護保険制度の導入以降、老人保健施設の入所期間が長期化すると
ともに、家庭復帰割合が減少しつつある状況であり、今針鳳介護老人保健施設が自立生活支援
の場であるという基本に立ち戻って、「家庭復帰」「在宅生活支援」「（そのための）生活リ
ハビリテーション」を中心にすえた取り組みを展開していく必要があろう。

（9）考察
　最後に、調査全体の結果を通して考察される点を以下に整理する。

　まず、調査の結果、「介護老人保健施設は、利用者の自立した生活を営むことを支援し、家
庭復帰をめざします。
また、施設は明るい家庭的な雰囲気を持ち、地域や家庭との結びっきをめざします」という基
本理念、および、「総合的なケアサービスを提供する施設」、「家庭復帰をめざす施設」、
「在宅ケアを支援する施設」、「地域に開かれた施設」という４つの機能・役割の考え方が正
しい方向であり、今後もこうした活動を展開していくべきでぁることが確認された。
アンケートやヒアリングの結果をみると、家庭復帰や在宅生活支援が円滑に展開されている施
設は、いずれも基本理念や4つの機能・役割が実現している。

　しかしながら、介護老人保健施設を取り巻く環境は、基本理念や4つの機能・役割を実現する
ことが難しい状況となりつつあることも確かである。
それは、家庭介護力の減少といった物理的な側面とともに、介護保険制度の導入に伴い、（そ
れ自体は本来望ましい状況であるが）本人や家族の権利意識が増大して長邦の入所を要求され
るケースが増えていることが全国的に発生しているという、意識面の変化も大きい。
意識面の変化については、居宅のケアマネジャーがそれを代弁し、増幅することもあり得る。

　また、介護老人保健施設の入所者においては、年々、痴呆性高齢者の割合が増えており、現
状では、むしろ介護老人保健施設の入所者は多かれ少なかれ何らかの痴呆を持っていると考え
なければならない段階になりつつある。
痴呆は何らかの問題行動を伴うことが一億的であり、その分家庭復帰が難しくなることも事実
である。
なおかつ、痴呆（および問題行動）については、どの範囲までが介護老人保健施設で処遇すべ
きであるのか明確でないケースが多く、全国的に見て高齢者の痴呆を専門に対象とする医療機
関が少ない状況の中にあって、介護老人保健施設が過度に痴呆性高齢者の入所・利用を受け入
れざるを得ない状況にあることが想定される。

　そうした状況を考えると、痴呆性高齢者の処遇については、介護老人保健施設がどこまでを
カバーして、どのような役割を果たしていくべきであるのかを明確にした上で、地域の様々な
機関（医療機関、ケア提供機関、行政、等々）と機能分担しながら緊密に連携をとって痴呆性
高齢者の処遇を行う体制を構築する必要がある。
その前提として、高齢者の痴呆を専門とする医師を全国的に養成することや、痴呆の身体痘状
に対応する医療機関を全国的に確保・整備していくことは必要であろう。



また、そもそも地域社会全体の中で「家庭」をどのように位置づけるのか、家庭復帰の意欲が
わくようなインセンティブを家族に対してどのように付与していくのか、といった点を、社会
全体の問題として検討していく　ことが求められていると言えよう。

　以上のように、まだまだ制約条件の多い状況ではあるが、介護老人保健施設が痴呆性高齢者
の家庭復帰・在宅生活支緩を円滑に展開していくためのポイントを挙げるとすれば、以下の通
りであろう。

第一に、痴呆性高齢者本人やその家族を地域社会の中で孤立させないことである。
少なくとも、施設が家族との関係構築に配慮したり、短期入所療養介護（ショートステイ）・
通所リハビリテレション（デイケア）をはじめとする実際の在宅生活支緩サ山ビスを提供する
ことによって、施設と本人・家族の関係を継続的なものにしていくべきである。

施設と家族の関係構築の例としては、
　　・入所期間中あるいは退所後における訪問活動、
　　・折に触れて電話連絡を行うこと、
　・緊急時に対応するために、常時ベッドを確保しておいて、緊急な施設利用に対応し
　　　ていくこと、
　・家族からの相談事項には、いつでも気軽に応じてあげること、
などが挙げられる。

　また、地域の様々な関連機関とは連携を密接にとって、本人・家族の状況を縦続的に把握し
ていくべきである。そうでないと、いわば「渡り歩き」「たらい回し」のような状況となっ
て、痴呆状況（とそれに伴う問題行動）やADLの向上は期待できなくなり、家庭復帰・在宅生
活支援はますます困難となる。

　第二に、痴呆は何らかの問題行動の発生を伴うことが多く、介護する家族がパニック状況に
陥るケースも少なくない。
そうしたケースについては、施設入所の期間中に的確な処遇を行うことで、問題行動を少しで
も軽減したり、家族に対して明確なサービス提供の方針を示すとともに、前述した緊急ベッド
の確保等J受け皿を明確にすることで、家族の不安を和らげることが大きな課題である。
瞬間的にはパニック状況になったとしても、家族が落ち着きを取り戻すことができれば、家庭
復帰は不可能ではないことがいくつかの施設で指摘された。

第三に、施設と家族が継続的な信頼関係を構築して、家族の意識を家庭復帰に高めていく努力
を怠らないことである。
そのための方法としては、
・施設介護サービス計画を立てる際に、施設職員が自宅を訪問するなどして、自宅の状況を計
画に反映させること、
・ケアカンフアレンスへ家族も参加してもらって、家族のニーズや希望を実際のサービス提供
に積極的に取り入れていくこと、　



・リハビリテーション・プログラムを家族に説明して、意義・目的を明確に理解してもらうこ
と、
・家族会を定期的に開催して、双方向の情報交換を展開すること、
などが挙げられる。

　また、ヒアリングしたいずれの施設も、入所期間中から外出や外泊を積極的に行ったり、家
族の施設来所を促す、施設職員が折りに触れて自宅を訪問して家族と面談する、といった取り
組みを通じて、家族との交流や関係の継続に配慮していることは参考になる。

　第四に、退所後の生活や（退所後の）在宅サービスの導入状況を家族にイメージしてもらう
ように努めることである。
そのためには、
　・ケアプラン計画表を具体的に分かりやすく説明する、
　・家屋改造について的確な提案を行う、
　・緊急時の施設への連絡方法を具体的に説明しておく、
　・施設側が主導権をとって、ケアマネジャーをはじめ、地域のケア提供機関や医療機関と密
接な連携をとる、
　・自宅の状況を把握した上で退所後の生活を想定して、必要となるサービスを提示する、
といった方策が考えられるが、そうした具体的なイメージが家族の側に固まると、退所後の生
活に対する不安感が緩和されて、家庭復帰の円滑化に貢献する。

　最後に、入所者の状況をみても明らかな通り、これだけ多くの痴呆性老人をケアしている専
門機関は介護老人保健施設しかなく、全国レベルでみれば、痴呆性高齢者のケアのケースにつ
いて膨大な蓄積があるはずである。従って、介護老人保健施設が中心となって、痴呆性高齢者
のケアのあり方や家庭復帰・在宅生活支援のあり方を確立していく必要があろう。
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